
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISHIDAまちづくりニュース
第３２号(平成 19 年 2 月) ㈱石田技術コンサルタンツ 

平成19年度まちづくり施策について

～平成 19 年度国土交通省関係予算のポイントの確認～ 

今回は、平成 18 年 12 月に公表された国土交通省関連予算ポイントおよび都市・地域整備局関連予

算決定概要を確認し、平成 19 年度のまちづくり施策の展開方向を確認します。 

～平成 19 年度 国土交通省関連予算のポイント～ 

《重点課題への対応(まちづくり関連抜粋)》 
■国際競争力の強化 
①物流インフラの戦略的・重点的整備 

 ②都市機能の強化に向けた都市基盤の整備 
   ○三大都市圏環状道路の整備 
③観光立国の推進 

   ○外国人観光客の訪日推進と魅力ある観光地・観光産業の創出 
   ○観光地の魅力を向上させるアクセスの改善・まちづくりの推進 
④海洋権益の保全 

■地域の活性化・都市再生 
①地域の活力の強化 

   ○地域自立・活性化総合支援事業の創設  ○弾力的な高速道路料金設定に関する社会実験 
   ○地域の広域アクセス強化の総合道路戦略 
②公共交通の活性化 

   ○都市・地域における総合交通戦略の推進等  ○広域的な都市鉄道ネットワークの形成 
 ③良好な都市空間の創造 
   ○民間都市開発の推進  ○密集市街地の緊急整備 
 ④にぎわいの創出 
   ○まちづくり交付金の拡充  ○コミュニティによる活力あるまちづくりの推進 
■国民の安全・安心の確保 
 ①防災・現在対策の推進 
   ○浸水被害対策の強化  ○地震・竜巻・豪雨等への早期対応・観測体制の強化 
   ○避難地・防災拠点・克雪体制の整備等 
②公共交通の安全・安心対策の強化 

   ○踏切対策のスピードアップ 
 ③消費者から信頼される安全システムの構築 
■快適で豊かな国民生活の実現 
 ①少子化・高齢化への対応 
   ○安心して子育てができる都市環境の形成・居住支援の充実(巣づくり支援) 
   ○総合的なバリアフリー施策の推進 
 ②地球環境対策等の推進 
   ○都市・住宅分野における CO2 削減の推進 
 ③循環型社会の構築 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 19 年度はこれまでの「選択と集中」の基本理念に基づく施策展開が図られている中で、特に

地域主体のまちづくりの取組み（地域力の発揮）についての支援拡充が非常に多くなっています。

 当社の「コミュニティ・コンサルタント」としての取組みはまさに地域と行政のパートナーシップ

をコーディネートすることであり、平成 19 年度もこれまで以上に総合的なまちづくりの提案と支援

を積極的に実施していきます。 

～平成 19 年度 まちづくり関連新規事項等～ 

《国土交通省 都市・地域整備局関係予算決定概要から抜粋》 
 
■下水道事業 
①下水道総合浸水対策緊急事業の拡充 

 ②都市水害対策協働事業の創設 
③合流式下水道緊急改善事業の拡充 
④下水道施設を活用した地域バイオマスの利活用の推進 
⑤下水道による積雪対策の推進 
・新世代下水道支援事業制度リサイクル推進事業に「積雪対策推進型」を創設 

■都市公園事業 
①帰宅困難者対策のための防災公園の拡充 
・広域避難地・一次避難地になる防災公園の地域用件の拡充 

②防災公園街区整備事業の事業地区要件の改正 
 ③密集市街地における防災公園の整備推進 
 ④緑地環境整備総合支援事業の拡充 
  ・借地公園の追加など  
■都市環境整備事業 
 ①市街地再開発事業の拡充 
②暮らし・にぎわい再生事業の拡充 

  ・賑わい創出施設、都市機能導入施設に対する補助要件の緩和 
 ③都市再生総合支援事業の拡充 
 ④都市再生土地区画整理事業の拡充 
  ・密集市街地の防災性向上に資する補助要件拡大 
 ⑤都市交通システム整備事業の創設 
  ・公共的空間、駐車場、バリアフリー交通施設および公共交通の施設等について包括的に支援 
⑥都市防災総合推進事業の拡充 
⑦まち再生総合支援事業の拡充 
⑧まちづくり交付金の拡充 
 ・まちおこしの中核施設や子育て世代の活動支援施設の整備促進(基幹事業) 
⑨民間都市開発推進機構による都市再生支援業務の拡充 

■街路事業 
 ①交通結節点における乗り換え円滑化のための制度拡充 
 ②市街地再開発事業の面積要件の緩和 
  ・第二種市街地再開発事業の採択要件の緩和 
■行政経費 
 ①景観形成総合支援事業の創設 
  ・景観法の活用を通じた良好な景観形成による交流人口の拡大による地域振興・活性化を支援 
 ②まちづくり計画策定担い手支援事業 
  ・密集市街地等において、地権者組織や NPO 法人等の発意による都市計画の提案作業の支援 

お問い合わせ・ご意見は、 
 
㈱石田技術コンサルタンツ まちづくり担当
 TEL；０５６８-７３-１０８５ 
 FAX；０５６８-７３-１０９１ 
 e-mail；hasegawa_n＠itcnet.co.jp 
 
までお願いします。 

当社は、 

「頼れる！まちづくりのパートナー」としての

『コミュニティ・コンサルタント』 
を目指しています。 


